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議会運営委員会会議録（要旨）

１ あいさつ

議長 市長

２ 議題

⑴ 令和３年第１回長久手市議会定例会について

ア 市長提出議案について

＜説明：総務部長、行政課長、財政課長＞

・ 追加議案第 31 号～第 33 号（議案の概要のとおり）

（委員長） 説明のとおりの内容でよいか。

＜異議なし＞

＜市長、総務部長、総務部次長、行政課長、財政課長退席＞

イ 議員提出議案について

＜説明：委員長＞

・ 発委第１号長久手市議会会議規則の一部を改正する規則について

・ 発委第２号長久手市議会基本条例の一部を改正する条例について

（委員長） 発委第１号は新たな協議及び調整の場として広報広聴協議会の設置に伴い

会議規則の一部を改正する。発委第２号は議会基本条例第８条及び第 22 条の

改正となる。

（委員長） この内容で議案提出してよいか。

＜異議なし＞

日 時 令和３年３月 16 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 32 分

場 所 長久手市役所本庁舎 ２階 委員会室

出席委員

委員長 ささせ順子 副委員長 なかじま和代

委 員 伊藤真規子 大島令子 岡崎つよし

加藤和男 川合保生 野村ひろし

職務のため

出席した者

の職氏名

市 長 田一平

総務部長 中西直起 総務部次長 加藤英之

行政課長 若杉雅弥 財政課長 嵯峨剛

議 長 青山直道

委員外議員 山田かずひこ

事務局長 水野敬久 議事課長 福岡弘恵 議事係長 吉田菜穂子
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（委員長） 委員会付託省略としてよいか。

＜異議なし＞

ウ 議事日程（第６号）について

日程第１ 諸般の報告

議案の提出について

日程第２ 議案第 31 号から議案第 33 号まで

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、委員会付託）

日程第３ 議案第１号から議案第８号まで及び議案第 10 号から議案第 29 号まで並

びに議案第 31 号から議案第 33 号まで

(委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

日程第４ 発委第１号及び発委第２号

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

・議案第 33 号：総務くらし建設委員会に付託。

議案第 31 号、議案第 32 号：予算決算委員会に付託。

・予算決算委員会、総務くらし建設委員会、予算決算委員会総務くらし建設分科会、

予算決算委員会教育福祉分科会、予算決算委員会の順で審査。

・委員会審査結果について、議案第１号から議案第８号まで及び議案第 10 号から議

案第 29 号までは可決と報告有り。

（委員長） 議事日程について、説明のとおりでよいか。

＜異議なし＞

⑵ 一般質問発言通告書の押印について

（委員長） 一般質問発言通告書の押印について、前々回の会議で押印を廃止する場

合は、本人の自署を必要とすべきという意見があり、再度、会派の意見を

伺うこととなっていたためお願いする。

（芯政クラブ、改革ながくて、無会派、香流）

押印は不要とし、氏名は記名か自署のどちらでもよい。

（改革ながくて）

一般質問発言通告書の取り扱いについて、押印の必要がなければメール

で提出してもよいか、本来通告書をそのまま提出すればよいがホームペー

ジで公開するため現状は事務局がチェックしているので項目だけでよいの

ではないか等の課題がある。

（委員長） 一般質問発言通告書は押印なしとし、氏名は記名か自署のどちらでもよ

いとしてよいか。

＜異議なし＞

（委員長） 一般質問発言通告書の取り扱いの課題については、新たな体制の議会運

営委員会へ引き継ぐことでよいか。
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＜異議なし＞

⑶ 議会基本条例の検討課題について

（委員長） これまで検討をしてきた７項目について結果を「長久手市議会基本条例

の見直し状況について」としてまとめて、事前に内容を確認してもらうため

メールした。事前に受けた指摘については反映させたものを本日配付してい

る。この内容でよければ午後からの全員打合せ会で報告したいと考えている。

内容について意見はあるか。

（委員） ①議会基本条例第 22 条の見直し手続きについての検討課題欄の「議会は、

一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかにこの条例の目的が達成され

ているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。」とあるが

「検証」か「検討」か。

（事務局） 議会基本条例の条文は「検討」となっており、「検証」ではなく「検討」

の誤りである。

（委員長） 「検討」に訂正する。

（委員長） 議会基本条例第 15 条議会事務局の体制整備については、分科会長報告の

ための反訳データを整える作業を議会事務局ができないかという意見があ

り継続となっていたが、会議録作成支援システムが導入され今後反訳率も

上がると思われるためこのままとし検証を終えたとしてよいか。

＜異議なし＞

（委員長） 議会基本条例第 22 条については「検証」を「検討」に訂正し、この内容

で報告してよいか。

＜異議なし＞

３ その他

（委員長） 次回は令和３年５月 10 日（水）午前 10 時

以上で議会運営委員会を終了する。


